
答
休
業
す
る
職
員
の
代
替

と
し
て
会
計
年
度
任
用
職
員

の
雇
用
や
、
所
属
内
に
お
け

る
仕
事
の
組
み
替
え
な
ど
を

行
う
こ
と
で
の
対
応
を
考
え

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応

を
講
じ
て
も
、
な
お
、
公
務

の
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、
休
業

ま
た
は
部
分
休
業
を
承
認
し

な
い
選
択
肢
も
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の

低
下
を
招
か
な
い
こ
と
を
前

提
に
運
用
し
て
い
き
た
い
。

問
職
員
に
対
す
る
制
度
の

周
知
・
啓
発
は
ど
の
よ
う
に

取
り
組
む
の
か
。

答
管
理
職
に
対
し
、
制
度

に
つ
い
て
説
明
す
る
場
を
設

け
、
管
理
職
か
ら
各
職
員
に

周
知
さ
せ
る
こ
と
に
加
え
、

庁
内
の
掲
示
板
に
掲
載
す
る

こ
と
な
ど
で
周
知
を
図
り
た

い
。
ま
た
、
管
理
職
が
率
先

し
て
制
度
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
希
望
す
る
職
員
が
制
度

を
活
用
し
や
す
く
な
る
よ
う

に
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め

た
い
。

議
第
58
号
「
辺
地
に
係
る
公

共
的
施
設
の
総
合
整
備
計
画

（
佐
木
辺
地
）
を
変
更
す
る

こ
と
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
救
急
艇
「
か
も

め
」
を
更
新
す
る
た
め
に
策

定
さ
れ
た
当
該
計
画
の
う

ち
、
財
源
内
訳
に
つ
い
て
財

政
上
有
利
な
辺
地
対
策
事
業

債
の
充
当
予
定
額
を
増
額
す

る
た
め
、
当
初
の
計
画
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
財
政
上
有
利
な
辺
地
対

策
事
業
債
を
、
当
初
か
ら
全

額
の
充
当
と
し
て
い
な
か
っ

た
理
由
は
。

答
都
道
府
県
単
位
で
上
限

額
の
あ
る
辺
地
対
策
事
業
債

の
発
行
に
は
、
知
事
の
同
意

が
必
要
で
あ
り
、
本
市
の
発

行
額
が
同
意
を
得
ら
れ
な
い

可
能
性
を
考
慮
し
て
、
当
初

の
計
画
で
は
財
源
の
一
部
に

基
金
を
充
て
て
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
た
び
、
事
業

費
の
全
額
に
つ
い
て
起
債
の

同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
52
号

他
9
件
に
つ
い
て
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
54
号
「
三
原
市
職
員
の

高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
」
議
第

55
号
「
三
原
市
職
員
の
自
己

啓
発
等
休
業
及
び
就
学
部
分

休
業
に
関
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て
」
議
第
56
号
「
三
原

市
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業

に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
こ
の
議
案
3
件
は

職
員
の
休
業
及
び
部
分
休
業

制
度
を
導
入
す
る
た
め
に
、

地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
条
例
に
よ
り
必
要
な

事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
職
員
の
休
業
ま
た
は
部

分
休
業
の
承
認
は
、
公
務
の

運
営
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
な

い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と

だ
が
、
職
員
定
数
を
変
更
す

る
こ
と
な
く
効
果
的
な
対
応

が
と
れ
る
の
か
。

経
済
建
設
委
員
会

厚
生
文
教
委
員
会

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
62
号
「
三
原
市
家
庭
的

保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
概
要
】
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
連
携
施
設

の
確
保
義
務
の
緩
和
及
び
保

育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業

者
に
お
け
る
連
携
施
設
の
確

保
義
務
の
免
除
の
追
加
な
ど

の
要
件
等
を
緩
和
す
る
た

め
、条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
こ
の
条
例
改
正
に
よ
っ

て
、
連
携
施
設
を
確
保
す
る

義
務
の
緩
和
や
免
除
の
対
象

と
な
る
家
庭
的
保
育
事
業
所

等
が
あ
る
の
か
。

答
本
市
に
は
家
庭
的
保
育

事
業
所
と
し
て
、
小
規
模
保

育
事
業
所
が
３
カ
所
、
事
業

所
内
保
育
事
業
所
１
カ
所
が

あ
る
が
、
こ
の
４
カ
所
に
お

い
て
、
事
業
の
認
可
を
受
け

る
際
に
連
携
施
設
を
既
に
確

保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
た
び
の
要
件
緩
和
等
の

適
用
を
受
け
な
け
れ
ば
運
営

で
き
な
い
家
庭
的
保
育
事
業

所
等
は
な
い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

本
案
は
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
た
。

２
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
63
号
「
三
原
市
大
和
ハ

ト
ム
ギ
等
乾
燥
調
整
施
設
及

び
管
理
条
例
の
廃
止
に
つ
い

て
」

【
概
要
】
ハ
ト
ム
ギ
の
生
産

量
の
減
少
や
ハ
ト
ム
ギ
乾
燥

調
整
施
設
の
稼
働
日
数
が
年

6
日
と
な
っ
て
い
る
現
状
か

ら
、
廃
止
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
ハ
ト
ム
ギ
生
産
者
が
利

用
で
き
る
施
設
は
今
後
も
確

保
さ
れ
る
の
か
。

答
Ｊ
Ａ
広
島
中
央
の
敷
地

を
借
り
て
、
敷
地
内
に
乾
燥

調
整
施
設
を
設
置
し
て
い

る
。
今
後
は
Ｊ
Ａ
広
島
中
央

の
管
理
の
も
と
、
引
き
続
き

同
施
設
を
利
用
予
定
で
あ

る
。

議
第
64
号
「
三
原
市
久
井
就

業
構
造
改
善
セ
ン
タ
ー
設
置

及
び
管
理
条
例
の
廃
止
に
つ

い
て
」

【
概
要
】
稼
働
率
の
低
下

や
、
施
設
の
老
朽
化
、
浄
化

槽
な
ど
を
久
井
支
所
と
共
用

し
て
お
り
、
久
井
支
所
の
移

転
後
に
単
独
で
運
営
を
続
け

る
場
合
、
経
済
的
負
担
が
大

き
い
こ
と
か
ら
、
当
該
施
設

を
廃
止
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
久
井
就
業
構
造
改
善
セ

ン
タ
ー
の
利
用
状
況
と
、
施

設
を
廃
止
し
た
場
合
、
経
済

的
負
担
が
ど
れ
く
ら
い
軽
減

さ
れ
る
の
か
。

答
本
施
設
は
、
三
原
臨
空

商
工
会
が
年
間
使
用
し
て
い

る
ほ
か
、
三
原
久
井
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
月
に
2
回
、

農
産
物
生
産
組
織
が
年
に
5

回
、
そ
の
他
に
行
政
主
催
の

会
議
等
で
利
用
さ
れ
て
い

る
。
経
済
的
負
担
に
つ
い
て

は
、
浄
化
槽
の
維
持
管
理
費

等
を
含
め
て
１
３
０
万
円
程

度
軽
減
さ
れ
る
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
63
号

ほ
か
7
件
に
つ
い
て
、
全
員

一
致
、
提
案
理
由
を
了
と

し
、原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

常
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